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一　

は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
か
つ
て
本
紀
要
に
三
回
に
わ
た
っ
て
「
清
末
行
政
綱
目
訳
註
」
と
題
す
る
近
代
中
国
の
史
料
解
題
な
ら
び
に
翻
訳
を
掲
載
し

た（
１
）。

本
稿
は
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
っ
て
新
た
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
史
料
に
基
づ
き
、
そ
の
内
容
に
補
足
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
冒
頭
に
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
一
）
行
政
綱
目
の
概
要
と
史
料
状
況

　

前
稿
で
取
り
上
げ
た
「
行
政
綱
目
」
と
題
さ
れ
た
史
料
は
、
立
憲
制
移
行
を
前
提
と
し
た
行
政
体
制
の
全
面
的
再
編
を
目
的
に
、

一
九
一
〇
年
に
清
朝
政
府
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
概
略
を
今
一
度
説
明
す
れ
ば
、
立
憲
制
実
施
に
向
け
た
制
度
設
計
検
討

機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
憲
政
編
査
館
の
手
で
、
こ
の
時
点
で
は
一
九
一
六
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
憲
法
の
公
布
ま
で
に
行
政
シ
ス
テ

ム
を
ど
の
よ
う
に
再
編
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
一
覧
表
の
形
式
で
行
政
事
務
の
各
分
野
ご
と
に
明
示
し
た
内
容
で
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
構
成

は
、
冒
頭
の
「
行
政
綱
目
総
論
」
で
行
政
事
務
全
体
を
解
説
し
た
上
で
、「
国
家
行
政
事
務
類
別
表
」「
国
家
行
政
事
務
分
部
表
」「
国
家
行

清
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千
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正
史
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政
機
関
等
級
表
」
で
、
そ
の
分
類
と
執
行
に
当
た
る
行
政
機
関
の
等
級
を
整
理
し
、
そ
し
て
各
分
野
の
行
政
事
務
を
、
外
務
部
・
度
支
部
・

陸
軍
部
・
法
部
・
民
政
部
・
学
部
・
農
工
商
部
・
郵
伝
部
・
理
藩
部
の
中
央
各
部
ご
と
に
立
表
し
て
、
そ
の
執
行
主
体
を
、
中
央
政
府
が
直

接
執
行
す
る
「
直
接
官
治
」、
中
央
政
府
が
地
方
官
僚
に
委
任
し
て
法
令
に
基
づ
き
執
行
さ
せ
る
「
間
接
官
治
」、
地
方
官
僚
が
法
令
に
従
っ

て
執
行
す
る「
地
方
官
治
」、地
方
自
治
体
の
職
員
が
法
令
に
従
っ
て
執
行
す
る「
地
方
自
治
」の
四
等
級
に
区
分
し
て
配
列
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
で
長
期
に
わ
た
り
政
治
制
度
考
察
を
お
こ
な
っ
た
憲
政
編
査
館
提
調
の
李
家
駒
が
主
導
的
な
役

割
を
果
た
し
た
と
さ
れ（

２
）、

同
時
期
の
日
本
の
行
政
制
度
を
中
心
的
に
参
照
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
内
容
と
な
っ
た
。

　

そ
の
政
府
部
内
に
お
け
る
取
り
扱
い
の
過
程
は
、
一
九
一
〇
年
四
月
八
日
（
宣
統
二
年
二
月
二
十
九
日
）
に
、
慶
親
王
臣
奕
劻
ら
憲
政
編

査
館
大
臣
の
名
義
で
、
皇
帝
―
実
際
に
は
、
幼
少
の
宣
統
帝
溥
儀
に
か
わ
り
政
務
を
総
攬
し
て
い
た
実
父
の
醇
親
王
載
灃
に
上
奏
文
と
と
も

に
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、そ
の
内
容
は
関
係
す
る
各
部
に
よ
り
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、そ
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、同
年
十
一
月
五
日（
宣

統
二
年
十
月
四
日
）
に
改
め
て
修
正
案
が
同
館
よ
り
提
出
さ
れ
て
承
認
さ
れ
た
。
以
後
、
こ
の
行
政
綱
目
の
内
容
が
清
朝
政
府
の
行
政
改
革

の
基
本
方
針
と
し
て
策
定
さ
れ
、
官
制
や
財
政
の
改
革
な
ど
の
指
針
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
清
末
に
お
け
る
政
治
体
制
改
革
の
上
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
行
政
綱
目
の
存
在
は
、
し
か
し
近
年
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん

ど
周
知
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
史
料
上
の
制
約
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
の
で

き
る
史
料
は
、『
大
清
宣
統
新
法
令
』
と
い
う
当
時
の
定
期
刊
行
物
の
み
で
あ
り
、
近
年
は
復
刻
が
な
さ
れ
た
も
の
の（

３
）、

長
ら
く
所
蔵
さ
れ

る
図
書
館
等
も
限
ら
れ
て
文
字
通
り
稀
覯
に
属
す
る
文
献
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
東
京
の
東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
同

史
料
に
依
拠
し
て
、
そ
の
全
文
な
ら
び
に
日
本
語
訳
を
掲
載
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
原
文
で
明
ら
か
に
文
字
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ

い
て
、
可
能
な
限
り
校
訂
を
加
え
て
訳
註
稿
を
作
成
し
た
。
た
だ
、
原
史
料
を
参
照
す
る
機
会
は
得
ら
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
内
容
の
正
確

性
を
担
保
す
る
上
で
、
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
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（
二
）
行
政
綱
目
に
関
す
る
新
出
史
料
の
発
見
と
訳
註
内
容
の
補
訂

　

前
稿
を
発
表
し
て
か
ら
、
筆
者
は
同
時
期
の
関
連
す
る
史
料
調
査
を
継
続
し
た
。
そ
の
結
果
、
行
政
綱
目
の
解
題
に
当
た
る
提
出
時
の
憲

政
編
査
館
大
臣
に
よ
る
上
奏
文
の
原
本
、
そ
し
て
前
稿
執
筆
時
に
は
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
一
九
一
〇
年
十
一
月
に
提
出
の
行
政

綱
目
修
正
案
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
を
参
照
し
た
結
果
、
前
稿
で
掲
載
し
た
内
容
に
は
、
一
部
で
は
あ
る
も
の

の
、
補
足
な
ら
び
に
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
緯
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
上
奏
文
の
原
本
に
つ
い
て
は
、
台
湾
台
北
市
に
所
在
す
る
国
立
故
宮
博
物
院
の
図
書
文
献
館
が
所
蔵
す
る
「
清
代
宮
中
檔
奏
摺
及
軍

機
処
檔
摺
件
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
台
湾
の
故
宮
博
物
院
が
清
代
の
宮
廷
の
「
檔
案
」
す

な
わ
ち
公
文
書
を
多
数
所
蔵
し
て
い
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
掲
載
し
た
「
清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
」
で
も

述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が（

４
）、

国
共
内
戦
時
に
故
宮
の
文
物
と
共
に
台
湾
へ
の
移
送
が
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
で
、
清
末
の
政
府
公
文
書
に
つ
い

て
も
一
定
部
分
が
現
在
同
館
に
所
蔵
さ
れ
、
広
く
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
。
行
政
綱
目
の
提
出
に
関
す
る
憲
政
編
査
館
大
臣
の
奏
摺
（
上
奏

文
）
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
よ
う
な
分
類
で
所
蔵
さ
れ
、
館
内
の
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
、
画
像
フ
ァ
イ
ル
の
形
式
で
閲
覧
・
印
刷
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
。

　

清
代
宮
中
檔
奏
摺
及
軍
機
処
檔
摺
件　

文
獻
編
號
一
八
一
六
二
一

　

こ
れ
に
よ
り
原
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
結
果
、『
大
清
宣
統
新
法
令
』
に
掲
載
さ
れ
た
上
奏
文
は
、
冒
頭
と
末
尾
の
概
要
提
示
の

部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
ご
く
僅
か
で
は
あ
る
が
文
字
に
誤
記
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
行
政
綱
目
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
同
館
に
も
所
蔵
は
な
く
、
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
原
文
は
残
念
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
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て
い
な
い
。
た
だ
、
中
国
北
京
市
に
所
在
す
る
国
家
図
書
館
の
古
籍
館
に
お
い
て
、
行
政
綱
目
の
修
正
案
が
「
欽
定
行
政
綱
目
」
の
題
名
に

よ
る
石
印
本
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
ほ
ど
そ
の
全
文
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
所
蔵
デ
ー
タ
は
、
左
記

の
通
り
で
あ
る
。

　

普
通
古
籍　

索
書
号
五
〇
三
三
〇
／
五
〇
五
四
七

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
関
係
す
る
各
部
に
よ
る
検
討
を
へ
て
作
成
さ
れ
た
同
文
書
は
、
新
た
に
海
軍
部
の
管
轄
分
野
に
つ
い
て
も
立
表
す
る

な
ど
、原
案
よ
り
相
当
程
度
の
修
正
・
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、原
案
よ
り
そ
の
ま
ま
の
箇
所
も
多
く
、内
容
を
確
認
し
た
結
果
、『
大

清
宣
統
新
法
令
』
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
に
は
、
い
く
つ
か
誤
記
等
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
前
稿
で
試
み
た
校
訂

の
際
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
も
の
が
あ
り
、
訳
文
に
つ
い
て
も
訂
正
の
必
要
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
前
稿
「
清
末
行
政
綱
目
訳
註
（
一
）
～
（
三
）」
の
内
容
に
補
訂
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

基
本
的
に
は
、修
正
の
必
要
の
あ
る
箇
所
の
み
を
掲
載
し
て
、そ
の
修
正
後
の
内
容
を
示
し
た
が
、上
奏
文
に
つ
い
て
は
全
文
を
掲
載
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
前
稿
の
誤
り
は
一
定
程
度
正
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
の
で
、
今
後
は
前
稿
を
参
照
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
稿
も
必
ず
参

見
す
る
よ
う
願
い
た
い
。

　

な
お
、「
欽
定
行
政
綱
目
」
に
つ
い
て
は
、
次
号
以
降
で
改
め
て
取
り
上
げ
、
そ
の
全
文
に
つ
い
て
同
様
に
訳
註
稿
を
作
成
す
る
こ
と
で
、

こ
う
し
た
清
末
に
お
け
る
行
政
改
革
の
取
り
組
み
が
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
実
施
さ
れ
た
か
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
提
示
で

き
る
よ
う
に
し
た
い
。
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二　

憲
政
編
査
館
奏
酌
擬
行
政
事
務
明
定
權
限
辦
法
摺　

原
文
お
よ
び
訳
文

凡
例

・
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館
所
蔵
の
原
本
を
底
本
と
し
、前
稿「
清
末
行
政
綱
目
訳
註（
一
）」に
掲
載
し
た
内
容
と
の
異
同
を
示
し
た
。

・
修
正
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、原
文
に
傍
線
太
字
で
表
記
し
、補
註
を
施
し
て
、末
尾
の
註
文
で
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
か
を
説
明
し
た
。

・
原
文
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
準
拠
し
て
筆
者
の
手
で
段
落
分
け
や
句
読
点
を
施
し
た
。

・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
準
拠
し
て
筆
者
に
よ
り
補
っ
た
部
分
を
〔　

〕
で
示
し
た
。

【
原
文
】

　

臣
奕
劻
等
、
跪
奏
為
行
政
事
務
亟
宜
明
定
權
限
、
以
為
籌
備
憲
政
之
本
、
酌
擬
辦
法
、
恭
摺
仰
祈
聖
鑒
事
⑴
。

　

註
（
１
）	千
葉
正
史
「
清
末
行
政
綱
目
訳
註
（
一
）」『
東
洋
大
学
文
学

部
紀
要
』
第
六
五
集
史
学
科
篇
第
三
七
号
（
二
〇
一
二
年
三

月
）。「
清
末
行
政
綱
目
訳
註
（
二
）」
同
第
六
六
集
史
学
科

篇
第
三
八
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）。「
清
末
行
政
綱
目
訳
註

（
三
）」
同
第
六
七
集
史
学
科
篇
第
三
九
号
（
二
〇
一
四
年
三

月
）。

（
2
）	曽
田
三
郎
『
立
憲
国
家
中
国
へ
の
始
動
―
―
明
治
憲
政
と
近

代
中
国
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
八
〇
～
八
四
頁
、

一
二
二
～
一
二
四
頁
。

（
3
）	上
海
商
務
印
書
館
編
訳
所
編
纂
、
李
秀
清
ら
点
校
『
大
清
宣

統
新
法
令
（
一
九
〇
一
―
一
九
一
一
）
点
校
本
』（
商
務
印

書
館
、
二
〇
一
〇
年
）。
第
八
巻
二
五
六
～
二
九
九
頁
に
行

政
綱
目
を
掲
載
。

（
4
）	千
葉
正
史
「
清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年

計
画
」『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
〇
集
史
学
科
篇
第

四
二
号
（
二
〇
一
七
年
二
月
）。



二
〇
〇

　

竊
維
、
君
主
立
憲
政
體
、
統
治
權
屬
諸
君
上
、
而
立
法
・
司
法
・
行
政
、
則
分
權
執
行
。
是
爲
立
憲
要
義
。
謹
案
欽
定
憲
法
大
綱
、
君
上

有
統
治
國
家
之
大
權
、
凡
立
法
・
行
政
・
司
法
、
皆
歸
總
攬
。
而
以
議
院
協
贊
立
法
、
以
政
府
輔
弼
行
政
、
以
法
院
遵
律
司
法
。
仰
見
朝
廷

博
采
成
規
、
折
衷
至
當
、
風
聲
所
樹
、
觀
聽
一
新
。

　

兩
年
以
來
、
業
經
籌
備
事
項
、
如
開
設
諮
議
局
爲
各
省
採
取
輿
論
之
所
、
開
辦
資
政
院
爲
上
下
議
院
之
基
。
又
法
院
編
制
法
亦
經
欽
定
頒

行
、
其
京
師
・
東
三
省
所
辦
各
級
審
判
廳
、
先
已
成
立
。
各
直
省
亦
次
第
籌
設
、
尅
⑵
期
施
行
。
是
立
法
・
司
法
兩
大
端
、
基
礎
已
具
。
若

於
行
政
機
關
不
亟
設
法
整
理
、
匪
惟
不
利
推
行
、
且
恐
滋
生
弊
害
。
敬
爲
我
皇
上
縷
晰
陳
之
。

　

一
曰
、
行
政
權
將
爲
立
法
權
所
操
縱
也
。
三
權
分
立
、
固
爲
憲
政
之
精
神
、
而
君
主
立
憲
國
、
則
以
君
主
統
治
大
權
、
冠
諸
其
上
。
三
權

之
中
、
惟
司
法
機
關
孑
然
獨
立
。
其
互
相
維
繋
、
而
處
於
對
待
之
地
位
者
、
則
立
法
與
行
政
二
者
而
已
。
然
徴
諸
實
事
、
則
二
者
對
待
、
各

不
相
下
。
必
有
一
焉
、隱
握
運
用
之
權
、始
劑
於
平
。
其
在
議
院
政
治
之
國
、則
議
會
操
縱
政
府
。
其
在
大
權
政
治
之
國
、則
政
府
操
縱
議
會
。

不
於
此
、
則
於
彼
、
東
西
各
國
有
明
徴
矣
。
我
國
憲
法
、
既
採
大
權
政
治
主
義
、
則
於
議
院
政
治
、
絶
不
相
容
。
故
造
端
之
始
、
三
權
機
關
、

必
須
同
時
設
立
、不
可
偏
廢
。
否
則
立
法
之
基
先
具
、既
有
以
磨
厲
其
才
、増
進
其
識
、而
行
政
機
關
襲
故
蹈
⑶
常
、不
能
相
副
。
雖
有
人
才
、

無
從
歷
練
。
優
劣
相
形
、
勢
必
成
以
立
法
權
操
縱
行
政
權
之
局
。
而
君
主
立
憲
主
旨
、
將
破
壞
而
不
可
收
拾
矣
。

　

一
曰
、
行
政
之
統
系
及
責
任
不
分
明
也
。
凡
國
家
行
政
同
一
之
事
務
、
必
以
同
一
之
官
府
統
之
。
統
系
既
明
、
責
任
自
專
、
方
能
定
趨
嚮
、

而
促
進
行
。
現
制
、
有
一
事
而
分
隷
數
部
者
、
有
一
官
而
兼
轄
諸
務
者
。
互
相
牽
制
、
則
召
争
、
互
相
推
諉
、
則
廢
事
。
至
於
宮
府
不
分
、

皇
室
事
務
與
國
家
事
務
、
混
而
爲
一
。
職
掌
未
定
、
常
設
機
關
與
特
設
機
關
、
動
形
⑷
牴
牾
。
綜
⑸
此
數
端
、
是
行
政
之
機
關
、
整
理
愈
不

容
緩
矣
。

　

一
曰
、
國
家
行
政
與
地
方
行
政
界
限
不
明
也
。
行
政
事
務
、
何
者
應
歸
中
央
直
轄
、
何
者
應
歸
地
方
管
理
、
究
其
性
質
、
本
有
專
司
、
不

容
牽
混
。
現
制
、
毎
有
應
歸
中
央
直
轄
之
重
要
事
務
、
而
舉
以
責
諸
地
方
者
。
相
沿
日
久
、
遂
難
分
析
、
以
致
政
令
不
齊
、
無
從
畫
一
。
上
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年
各
省
諮
議
局
開
會
、
亦
以
界
限
不
明
之
故
、
動
輒
有
侵
越
權
限
之
虞
。
迭
經
各
督
撫
、
以
國
家
行
政
與
地
方
行
政
作
何
區
別
、
電
詢
臣
館
、

亦
因
標
準
未
定
、
不
能
詳
析
指
明
。
本
年
資
政
院
召
集
在
邇
。
若
不
先
期
詳
爲
規
定
、
尤
恐
權
限
争
執
無
已
時
矣
。

　

一
曰
、行
政
事
類
不
分
、則
財
政
無
從
清
理
也
。
籌
備
事
宜
、既
有
國
家
財
政
與
地
方
財
政
之
分
。
則
國
家
行
政
事
類
與
地
方
行
政
事
類
、

必
先
逐
一
畫
分
。
然
後
行
政
經
費
、
始
有
所
據
、
以
爲
分
配
、
清
理
財
政
、
始
能
措
手
、
預
算
決
算
、
乃
可
實
行
。
今
則
内
而
各
部
之
計
畫
、

外
而
各
省
之
措
施
、
倶
以
限
於
財
力
、
不
能
進
行
。
遇
有
要
政
、
部
臣
不
能
爲
謀
、
所
需
之
經
費
、
或
令
其
自
行
籌
措
、
或
逕
攤
派
於
各
省
。

究
其
歸
也
、
往
往
以
無
款
可
籌
之
故
、
要
政
因
以
不
行
。
此
尤
臣
等
所
焦
思
而
重
慮
者
⑹
也
。

　

行
政
關
係
之
鉅
若
此
、
則
整
理
機
關
、
實
爲
本
原
、
不
容
置
爲
緩
圖
也
明
矣
。
惟
是
治
病
者
、
必
察
其
源
、
治
絲
者
、
先
理
其
棼
。
方
今

行
政
之
病
、
由
於
職
掌
不
清
、
以
致
權
限
不
明
。
則
整
理
之
法
、
必
先
規
定
職
掌
、
以
明
權
限
所
在
、
方
能
收
整
齊
畫
一
之
効
。
是
畫
分
行

政
職
權
、
又
爲
整
理
行
政
本
原
中
之
本
原
也
。

　

考
行
政
之
要
義
、
有
二
。
一
、
區
分
事
務
之
性
質
、
二
、
區
分
執
行
之
機
關
。

　

國
家
行
政
事
務
、
本
極
繁
賾
。
必
辨
其
類
、
以
區
之
、
而
立
爲
部
、
以
統
之
。
行
政
事
類
、
大
別
有
五
。
曰
内
務
行
政
、
曰
外
務
行
政
、

曰
財
政
、
曰
軍
政
、
曰
司
法
行
政
。
其
他
事
務
、
不
在
國
家
行
政
之
列
、
即
不
屬
國
務
統
系
之
中
。
至
分
部
之
法
、
各
國
多
寡
不
同
。
我
國

現
制
、
設
有
外
務
部
掌
外
務
行
政
、
度
支
部
掌
財
政
、
陸
軍
部
掌
軍
政
、
法
部
掌
司
法
行
政
。
而
民
政
部
・
學
部
・
農
工
商
部
・
郵
傳
部
・

理
藩
部
分
掌
内
務
行
政
。
較
之
各
國
編
制
、
雖
有
異
同
、
揆
諸
國
情
、
折
衷
已
屬
允
當
。
蓋
五
類
行
政
之
機
關
、
缺
一
不
可
立
國
、
中
外
固

無
二
致
也
。

　

至
於
執
行
機
關
、
約
分
四
級
。
一
曰
、
直
接
官
治
。
由
中
央
政
府
依
據
法
令
直
接
管
轄
、
或
由
部
特
設
專
員
分
赴
各
省
辦
理
、
直
達
於
部

者
也
。
二
曰
、
間
接
官
治
。
由
中
央
政
府
委
任
各
省
官
吏
、
遵
照
法
令
執
行
、
不
再
由
部
特
設
專
員
者
也
。
三
曰
、
地
方
官
治
。
由
各
省
官

吏
遵
照
法
令
奉
行
者
也
。
四
曰
、
地
方
自
治
。
由
各
自
治
職
遵
照
法
令
奉
行
者
也
。
凡
中
央
集
權
之
國
、
不
須
設
地
方
官
治
一
級
、
以
事
統
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於
民
部
之
故
。
凡
地
方
分
權
之
國
、
不
須
設
間
接
官
治
一
級
、
以
事
分
隷
於
地
方
之
故
。
惟
是
我
國
情
形
不
同
、
純
然
中
央
集
權
與
純
然
地

方
分
權
之
制
、
均
難
適
用
。
揆
時
度
勢
、
似
以
四
級
具
備
爲
宜
。

　

臣
等
再
四
籌
維
、
擬
以
各
部
現
行
職
掌
爲
經
、
以
四
級
機
關
爲
緯
、
分
別
部
居
、
列
爲
簡
表
。
遇
有
應
行
改
併
増
減
之
處
、
附
加
按
語
。

纂
成
「
行
政
綱
目
」
一
編
、
繕
具
清
本
、
恭
呈
御
覽
。
俟
命
下
後
、
即
由
臣
館
咨
送
各
該
衙
門
、
逐
條
核
酌
。
如
有
尚
須
量
爲
變
通
損
益
、

及
事
隷
兩
部
或
數
部
者
、
由
各
該
衙
門
分
別
會
商
、
詳
細
簽
注
、
限
兩
月
内
⑺
咨
覆
到
館
。
再
由
臣
館
詳
加
釐
訂
、
會
同
内
閣
・
會
議
政
務

處
覆
核
、
具
奏
請
旨
、
欽
定
實
行
。
此
後
籌
備
事
宜
、
如
釐
訂
官
制
・
清
理
財
政
等
項
、
悉
據
此
以
爲
準
的
。
其
資
政
院
曁
諮
議
局
權
限
、

亦
即
以
此
爲
範
圍
、
庶
幾
綱
舉
目
張
、
有
條
不
紊
矣
。

　

如
蒙
兪
允
、
即
由
臣
館
咨
行
各
衙
門
、
欽
遵
辦
理
。

　

所
有
酌
擬
行
政
事
務
明
定
權
限
辦
法
縁
由
、
謹
繕
摺
具
陳
。
伏
乞
皇
上
聖
鑒
訓
示
⑻
。
謹
奏
。

　

宣
統
二
年
二
月
二
十
九
日
⑼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憲
政
編
査
館
大
臣
和
碩
慶
親
王
臣
奕
劻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

憲
政
編
査
館
大
臣
大
學
士
臣
世
續

憲
政
編
査
館
大
臣
協
辦
大
學
士
臣
鹿
傳
麒
假

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

憲
政
編
査
館
大
臣
署
大
學
士
臣
那
桐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

憲
政
編
査
館
大
臣
侍
郎
臣
呉
郁
生
⑽

⑴
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、
こ
の
箇
所
は
省
略
。
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⑵
前
稿
で
は
、「
剋
」
に
置
き
換
え
て
表
記
。

⑶
前
稿
で
は
、「
踏
」
に
置
き
換
え
て
表
記
。

⑷
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
行
」
と
誤
記
。

⑸
前
稿
で
は
、
誤
っ
て
脱
字
と
す
る
。

⑹
前
稿
で
は
、
誤
っ
て
脱
字
と
す
る
。

⑺
前
稿
で
は
、
誤
っ
て
脱
字
と
す
る
。

⑻
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、
こ
の
箇
所
は
省
略
。

⑼
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、
こ
の
後
に
「
奉
旨
著
依
議
欽
此
」
の
六
字
あ
り
。

⑽
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、
こ
の
箇
所
は
省
略
。

【
訳
文
】

　

臣
奕
劻
ら
、
憲
政
準
備
の
基
本
と
し
て
の
行
政
事
務
の
す
み
や
か
な
る
権
限
明
確
化
に
つ
き
、
実
施
方
法
を
検
討
し
て
上
奏
し
、
陛
下
の

勅
裁
を
仰
ぎ
願
う
の
事
。

　

ひ
そ
か
に
思
い
ま
す
る
に
、
君
主
立
憲
政
体
で
は
統
治
権
は
君
主
に
属
し
、
そ
の
上
で
立
法
・
司
法
・
行
政
は
、
権
限
を
分
け
て
執
行
い

た
し
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
立
憲
の
要
義
で
あ
り
ま
す
。
謹
ん
で
欽
定
憲
法
大
綱
を
案
じ
ま
す
る
に
、
君
主
は
国
家
を
統
治
す
る
大
権
を
有
し
、

お
よ
そ
立
法
・
行
政
・
司
法
は
み
な
そ
の
総
攬
に
帰
し
ま
す
。
そ
の
上
で
議
院
が
立
法
を
協
賛
し
、
政
府
が
行
政
を
輔
弼
し
、
法
院
が
法
律

に
遵
っ
て
司
法
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
朝
廷
が
広
く
〔
諸
外
国
の
〕
先
例
を
採
用
し
て
適
切
に
ま
と
め
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
内
容
で
、〔
改
革
へ
と
向
け
た
〕
気
運
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
の
見
識
は
一
新
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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こ
の
二
年
間
、
既
に
各
項
目
の
準
備
が
な
さ
れ
、
例
え
ば
各
省
の
輿
論
を
採
り
上
げ
る
場
所
と
し
て
諮
議
局
が
開
設
さ
れ
、
上
下
議
院
の

基
礎
と
し
て
資
政
院
の
開
設
も
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
法
院
編
制
法
も
既
に
頒
布
さ
れ
、
首
都
や
東
三
省
に
お
い
て
は
各
級
の
審
判
庁
が

成
立
し
、
そ
の
他
の
各
省
に
お
い
て
も
順
次
設
立
に
着
手
さ
れ
、
期
限
通
り
に
実
施
を
見
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
立
法
・
司
法
の
両
分
野

に
お
い
て
は
、
基
礎
は
既
に
確
立
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
も
し
行
政
機
関
に
つ
い
て
す
み
や
か
に
整
理
の
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
改
革
の
推
進

に
利
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
弊
害
の
多
々
生
ず
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
つ
し
ん
で
我
が
皇
帝
陛
下
の
た
め
に
、
詳

し
く
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
に
、
行
政
権
が
立
法
権
に
よ
り
操
縦
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
三
権
分
立
は
、
も
と
よ
り
憲
政
の
精
神
で
あ
り

ま
す
が
、
君
主
立
憲
国
で
は
君
主
の
統
治
大
権
が
そ
の
上
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
権
の
中
で
は
、
た
だ
司
法
機
関
の
み
が
単
身
独

立
し
て
お
り
ま
す
。
互
い
に
関
連
し
あ
い
、
対
等
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
、
立
法
と
行
政
の
二
者
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
実
際
状
況
に
照
ら

し
て
み
れ
ば
、
こ
の
二
者
が
対
等
で
あ
る
と
、
ど
ち
ら
も
譲
歩
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
必
ず
や
片
方
の
い
ず
れ
か
が
運
用
の
権
を
実
質
的
に

握
る
こ
と
で
、は
じ
め
て
調
和
の
取
れ
た
状
況
に
な
り
ま
す
。
そ
の
議
院
政
治
の
国
に
あ
っ
て
は
、す
な
わ
ち
議
会
が
政
府
を
操
縦
し
ま
す
。

そ
の
大
権
政
治
の
国
に
あ
っ
て
は
、
す
な
わ
ち
政
府
が
議
会
を
操
縦
し
ま
す
。
こ
ち
ら
で
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
あ
ち
ら
と
い
う
わ
け
で
、

そ
の
明
証
は
東
西
各
国
〔
の
事
例
〕
よ
り
徴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
我
が
国
の
憲
法
は
、
既
に
大
権
政
治
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
す
な

わ
ち
議
院
政
治
は
絶
対
に
相
い
容
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゆ
え
に
制
度
確
立
の
始
め
に
あ
た
っ
て
は
、
三
権
の
機
関
は
必
ず
や
同
時

に
設
立
す
る
べ
き
で
、
い
ず
れ
か
を
欠
く
こ
と
は
不
可
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
立
法
の
基
礎
が
先
に
確
立
さ
れ
、〔
立
法
分
野
の

人
材
は
〕
そ
の
能
力
を
錬
磨
し
て
知
識
を
増
進
し
て
い
く
一
方
で
、
行
政
機
関
は
旧
態
依
然
た
る
ま
ま
で
、
と
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
人
材
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、〔
能
力
を
〕
育
成
し
て
い
く
す
べ
が
な
い
の
で
す
。
優
劣
は
明
白
で
、
必
然
的
に
立

法
権
が
行
政
権
を
操
縦
す
る
局
面
が
出
現
し
ま
し
ょ
う
。
か
く
し
て
君
主
立
憲
の
主
旨
は
、
破
壊
さ
れ
て
収
拾
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
ま
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す
。

　

第
二
に
、
行
政
の
系
統
及
び
責
任
が
不
明
確
と
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
国
家
行
政
で
同
一
の
事
務
は
、
必
ず
や
同
一
の
官
庁
が

統
轄
し
ま
す
。
系
統
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
責
任
は
自
然
と
〔
特
定
機
関
の
〕
専
門
に
帰
し
、〔
政
策
の
〕
方
向
を
定
め
て
進
行
を
促
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
現
在
の
制
度
で
は
、
一
つ
の
事
務
で
複
数
の
部
局
に
属
す
る
も
の
が
あ
り
、
一
つ
の
官
庁
で
諸
々
の
事
務
を
兼
轄
す
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。
互
い
に
牽
制
す
れ
ば
紛
争
を
招
き
、
互
い
に
押
し
付
け
あ
え
ば
事
務
を
停
滞
さ
せ
ま
す
。
宮
中
と
政
府
の
未
分
離
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
皇
室
事
務
と
国
家
事
務
と
が
混
合
し
て
一
体
化
し
た
ま
ま
で
あ
り
ま
す
。
職
掌
の
未
確
定
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

言
え
ば
、
常
設
機
関
と
特
設
機
関
と
で
、
や
や
も
す
る
と
〔
権
限
を
め
ぐ
る
〕
対
立
が
表
面
化
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
数
点
を
ま
と
め
ま

す
に
、
行
政
機
関
の
整
理
が
い
よ
い
よ
待
っ
た
無
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

第
三
に
、
国
家
行
政
と
地
方
行
政
と
の
権
限
の
境
界
が
不
明
確
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
行
政
事
務
の
ど
の
分
野
が
中
央
の
直

轄
に
帰
し
、
ど
の
分
野
が
地
方
の
管
理
に
帰
す
べ
き
か
は
、
そ
の
性
質
を
見
き
わ
め
た
上
で
、
本
来
〔
帰
属
す
る
〕
特
定
の
部
署
が
あ
る
べ

き
こ
と
で
、
混
乱
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
制
度
で
は
、
本
来
中
央
の
直
轄
に
帰
す
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
地
方
の
責
任
と
し
て
い

る
重
要
事
務
が
往
々
に
し
て
あ
り
ま
す
。
久
し
く
踏
襲
さ
れ
て
き
て
、
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
政
令
の
不
一
致
が
も

た
ら
さ
れ
、
統
一
化
す
る
す
べ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
昨
年
各
省
の
諮
議
局
が
開
会
し
ま
し
た
が
、
ま
た
〔
両
者
の
〕
境
界
が
不
明
確
な
こ
と
か

ら
、
や
や
も
す
る
と
権
限
を
侵
犯
す
る
心
配
が
あ
り
ま
し
た
。
た
び
た
び
各
省
の
総
督
・
巡
撫
よ
り
国
家
行
政
と
地
方
行
政
を
ど
う
区
別
す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
本
館
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
基
準
が
い
ま
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
明
確
に
回
答

指
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
年
資
政
院
の
召
集
は
目
前
に
迫
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
そ
れ
に
先
立
っ
て
詳
細
に
規
定
を
行
わ

な
け
れ
ば
、
権
限
の
争
執
が
や
む
こ
と
が
な
い
こ
と
を
最
も
恐
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

第
四
に
、
行
政
事
務
の
分
類
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
財
政
の
整
理
に
着
手
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
逐
年
籌
備
事
宜
」
で
は
、
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既
に
国
家
財
政
と
地
方
財
政
の
区
分
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
国
家
行
政
事
務
の
分
類
と
地
方
行
政
事
務
の
分
類
は
、
必
ず
や
先
に
逐
一
画

分
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
後
に
、
行
政
経
費
は
は
じ
め
て
根
拠
を
得
て
配
分
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
財
政
の
整
理
は
は
じ

め
て
措
置
を
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
予
算
決
算
も
実
行
可
能
と
な
り
ま
す
。
現
状
で
は
中
央
で
の
各
部
の
計
画
も
、
地
方
で
の
各
省
の
措

置
も
、
と
も
に
財
力
の
限
界
で
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
重
要
な
政
策
課
題
が
あ
っ
て
も
、
各
部
の
大
臣
は
〔
具
体
的
に
実
行
方
針

を
〕
検
討
で
き
ず
、
必
要
な
経
費
は
〔
担
当
部
局
に
〕
自
ら
捻
出
さ
せ
る
か
直
接
各
省
に
割
り
当
て
て
拠
出
さ
せ
ま
す
。
そ
の
結
果
を
追
究

す
る
と
、
往
々
に
し
て
調
達
可
能
な
財
源
が
な
い
こ
と
で
、
重
要
政
策
が
実
行
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
き
ま
す
。
こ
れ
は
臣
ら
が

最
も
深
刻
に
憂
慮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
行
政
の
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
ま
こ
と
に
大
き
く
、〔
行
政
〕
機
関
の
整
理
は
実
に
本
源
的
な
問
題
で
先
延

ば
し
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
病
を
治
め
る
者
は
必
ず
や
そ
の
原
因
を
察
し
、
糸
を
整
え
る
者

は
必
ず
や
ま
ず
そ
の
乱
れ
を
正
し
ま
す
。
現
在
の
行
政
の
弊
害
は
、
職
掌
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
そ
の
こ
と
で
権
限
が
不
明
確
に
な
る
こ
と
に

由
来
し
て
お
り
ま
す
。
な
ら
ば
整
理
の
法
は
、
必
ず
や
先
に
職
掌
を
規
定
し
て
権
限
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ

と
で
は
じ
め
て
整
理
統
一
の
効
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
行
政
職
権
の
画
分
は
、
行
政
整
理
の
本
源
中
の
本
源
と
言
っ

て
良
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

行
政
の
要
義
を
考
え
ま
す
る
に
、
二
つ
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
つ
め
は
事
務
の
性
質
を
区
分
す
る
こ
と
、
二
つ
め
は
執
行
の
機
関

を
区
分
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

国
家
行
政
事
務
は
、
本
来
き
わ
め
て
煩
瑣
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
や
そ
の
種
類
を
分
類
し
て
区
分
し
、
そ
の
上
で
部
を
設
置
し
て
統
轄
さ
せ

ま
す
。
行
政
事
務
の
種
類
は
、
大
き
く
五
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
い
わ
く
内
務
行
政
、
い
わ
く
外
務
行
政
、
い
わ
く
財
政
、
い
わ
く
軍
政
、

い
わ
く
司
法
行
政
。
そ
の
他
の
事
務
は
、
国
家
行
政
の
列
に
は
な
く
、
即
ち
国
家
行
政
事
務
の
系
統
に
は
属
し
ま
せ
ん
。
部
の
分
け
方
に
つ
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い
て
は
、
各
国
で
多
少
違
い
が
あ
り
ま
す
。
我
が
国
の
現
在
の
制
度
で
は
、
外
務
部
を
設
置
し
て
外
務
行
政
を
司
ら
せ
、
以
下
度
支
部
は
財

政
、
陸
軍
部
は
軍
政
、
法
部
は
司
法
行
政
を
そ
れ
ぞ
れ
司
ら
せ
て
お
り
ま
す
。
民
政
部
・
学
部
・
農
工
商
部
・
郵
伝
部
・
理
藩
部
に
つ
い
て

は
、
分
担
し
て
内
務
行
政
を
司
ら
せ
て
お
り
ま
す
。
各
国
の
制
度
と
比
較
す
る
と
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
国
情
に
照
ら
せ
ば
変
更
点
も
妥
当

に
属
す
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
け
だ
し
こ
の
五
分
類
に
よ
る
行
政
機
関
と
い
う
の
は
、
ど
れ
か
一
つ
が
欠
け
て
も
国
政
が
成
り
立
た
な
い
も

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
中
国
も
各
国
も
も
と
よ
り
共
通
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

執
行
機
関
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
四
級
に
分
か
れ
ま
す
。
第
一
は
直
接
官
治
。
中
央
政
府
が
法
令
に
よ
っ
て
直
接
管
轄
し
、
あ
る
い
は

各
部
が
特
に
専
門
担
当
員
を
置
い
て
各
省
に
派
遣
し
て
事
務
を
執
行
さ
せ
、
そ
の
直
属
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
二
は
間
接
官

治
。中
央
政
府
が
各
省
の
官
吏
に
委
任
し
て
法
令
に
基
づ
き
執
行
さ
せ
、各
部
か
ら
は
特
に
専
門
担
当
員
を
派
遣
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
は
地
方
官
治
。
各
省
の
官
吏
が
法
令
に
遵
っ
て
執
行
す
る
も
の
で
す
。
第
四
は
地
方
自
治
。
各
自
治
体
の
職
員
が
法
令
に
遵
っ
て
執
行

す
る
も
の
で
す
。
お
よ
そ
中
央
集
権
の
国
で
は
、〔
行
政
の
〕事
務
は
民
政
部
に
統
轄
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、地
方
官
治
の
一
級
は
設
け
ま
せ
ん
。

お
よ
そ
地
方
分
権
の
国
で
は
、〔
行
政
の
〕
事
務
は
地
方
に
所
属
す
る
こ
と
か
ら
、
間
接
官
治
の
一
級
は
設
け
ま
せ
ん
。
た
だ
我
が
国
は
状

況
が
異
な
り
、
純
然
た
る
中
央
集
権
制
と
純
然
た
る
地
方
分
権
制
は
、
い
ず
れ
も
適
用
が
困
難
で
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
の
状
況
を
は
か
り

ま
す
に
、
こ
の
四
級
を
全
て
備
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

臣
ら
は
再
三
検
討
を
行
い
、
各
部
現
行
の
職
掌
を
横
列
に
、
四
級
の
各
機
関
を
縦
列
に
と
っ
て
〔
行
政
事
務
の
〕
種
類
ご
と
に
分
け
て
表

を
作
成
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
も
し
改
編
や
加
除
を
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
意
見
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
し
た
。
以
上
を
「
行

政
綱
目
」
一
編
と
し
て
ま
と
め
、
清
書
し
て
御
覧
に
呈
し
ま
す
。
御
裁
可
の
下
る
の
を
待
っ
て
本
館
よ
り
該
当
の
各
官
庁
に
送
付
し
、
項
目

ご
と
に
検
討
さ
せ
ま
す
。
も
し
す
べ
か
ら
く
変
更
・
修
正
を
加
え
る
べ
き
も
の
、
及
び
複
数
の
部
門
に
管
轄
が
ま
た
が
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

該
当
す
る
各
官
庁
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
協
議
し
て
詳
細
に
意
見
を
付
け
加
え
さ
せ
、
二
ヶ
月
以
内
に
本
館
へ
提
出
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
再
度
本
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館
よ
り
詳
細
に
訂
正
を
加
え
た
上
で
、
内
閣
・
会
議
政
務
処
と
合
同
で
上
奏
し
て
勅
旨
を
仰
ぎ
、
欽
定
を
得
て
実
行
に
移
し
ま
す
。
こ
れ
以

後
の
官
制
の
改
正
や
財
政
の
整
理
な
ど
と
い
っ
た
〔
憲
法
公
布
に
向
け
た
〕
準
備
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
基
準
に
す
る
こ

と
と
い
た
し
ま
す
。
資
政
院
お
よ
び
諮
議
局
の
権
限
も
、
ま
た
こ
の
内
容
を
範
囲
と
す
る
こ
と
で
、
計
画
が
明
確
に
定
ま
っ
て
秩
序
正
し
く

行
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

も
し
御
裁
可
を
蒙
り
ま
し
た
ら
、
た
だ
ち
に
本
館
よ
り
各
官
庁
に
送
付
し
、
勅
命
に
遵
っ
て
実
行
い
た
し
ま
す
。

　

以
上
、
行
政
事
務
の
権
限
明
確
化
の
手
法
検
討
に
つ
き
ま
し
て
、
謹
み
て
上
奏
文
に
ま
と
め
て
申
し
上
げ
ま
す
。
伏
し
て
陛
下
の
御
裁
断

を
仰
ぎ
た
て
ま
つ
り
ま
す
。
謹
ん
で
上
奏
い
た
し
ま
す
。

宣
統
二
年
二
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

憲
政
編
査
館
大
臣　

和
碩
慶
親
王　

臣
奕
劻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

憲
政
編
査
館
大
臣　

大
学
士　

臣
世
続

憲
政
編
査
館
大
臣　

協
辦
大
学
士　

臣
鹿
傳
麒
（
休
暇
中
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

憲
政
編
査
館
大
臣　

署
大
学
士　

臣
那
桐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

憲
政
編
査
館
大
臣　

侍
郎　

臣
呉
郁
生
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三　

行
政
綱
目　

補
訂

凡
例

・
前
稿
「
清
末
行
政
綱
目
訳
註
（
二
）
～
（
三
）」
に
掲
載
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
中
国
国
家
図
書
館
古
籍
館
所
蔵
の
「
欽
定
行
政
綱
目
」

を
参
照
し
て
、
誤
脱
が
存
在
し
て
い
る
と
認
定
し
う
る
箇
所
を
示
し
た
。

・
掲
載
は
、
修
正
箇
所
ご
と
に
、
原
文
・
訳
文
の
順
に
配
置
し
た
。

・
修
正
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
原
文
に
傍
線
太
字
で
表
記
し
補
註
を
施
し
て
、
註
文
で
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
か
を
説
明
し
た
。

・
原
文
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
準
拠
し
て
筆
者
の
手
で
句
読
点
な
ど
を
施
し
、
事
務
項
目
に
つ
い
て
は
、
便
宜
的
に
丸
数
字
を
付
し
て
区
分

し
た
。

・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
準
拠
し
て
筆
者
に
よ
り
補
っ
た
部
分
を
〔　

〕
で
示
し
た
。

外
交
行
政
事
務
分
配
表
　
第
四

司
別

事
務
條
目

直
接
官
治

間
接
官
治

附
考

司會和

請
賞
寶
星

●
●

○

按
中
外
衙
門
、
時
⑴
有
奏
請
賞
給
⑵
洋
員
寶
星
之
事
、
將
來
應
統
歸
外
務
部
核

定
具
奏
。

⑴
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
時
」
な
し
。

⑵
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
結
」
と
誤
記
。



二
一
〇

司

事
務
項
目

直
接
官
治

間
接
官
治

備
考

和会司

②
勲
章
の
授
与

○

×

中
央
・
地
方
の
各
官
庁
か
ら
、
外
国
人
職
員
に
勲
章
を
授
与
す
る
よ
う
上
奏
が

な
さ
れ
る
事
が
あ
る
が
、
将
来
は
全
て
外
務
部
に
よ
り
検
討
の
上
で
上
奏
す
る

よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

財
政
事
務
分
配
表
　
第
五

司
別

事
務
條
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

附
考

司課税

稽
核
各
省
商
貨

統
捐
⑴
、
及
當

雜
各
税

○

○

●
●

○

此
與
第
三
・
第
四
等
項
、
除
印
花
・
煙
酒
税
外
、
應
參
酌
情
形
、
分
別
劃
作
地

方
税
。

（
中
略
）

考
核
進
出
口
⑵

税
、
則
發
給
關

單
執
照

●
●

●
●

○

○

⑴
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
税
」
に
作
る
。

⑵
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
口
」
な
し
。



二
一
一

清
末
行
政
綱
目
訳
註
補
遺

司

事
務
項
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

備
考

税課司

②
各
省
の
商
貨

統
捐
、
及
び
当

雑
各
税
の
監
査

×

×

○

×

こ
の
項
目
と
③
項
、
④
項
な
ど
に
つ
い
て
は
、
印
紙
税
・
煙
草
税
・
酒
税
以
外

は
状
況
を
検
討
し
て
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
に
移
管
す
べ
き
で
あ
る

（
中
略
）

⑦
各
税
関
の
移

出
入
税
収
額
の

比
較
検
査

○

○

×

×

司
別

事
務
條
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

附
考

司計會

核
辦
各
省
春
秋

各
⑴
撥
冊
事
宜

●
●

○

○

○

⑴　
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
冬
」
と
誤
記
。

司

事
務
項
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

備
考

会計司

⑦
各
省
の
春
秋

各
季
の
撥
冊
事

務
の
検
査
処
理

○

×

×

×



二
一
二

民
政
部
行
政
事
務
分
配
表
　
第
八

司
別

事
務
條
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

附
考

司政警

司
法
警
察

●
●

○

○

○

第
二
・
第
三
兩
項
、
純
屬
直
接
⑴
官
治
。
但
創
行
之
初
、
暫
委
諸
督
撫
亦
可
。

⑴
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
按
」
と
誤
記
。

司

事
務
項
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

備
考

警政司

②
司
法
警
察

○

×

×

×

②
③
の
両
項
は
、
純
然
た
る
直
接
官
治
に
属
す
。
た
だ
創
設
当
初
は
、
暫
時
督

撫
に
委
任
し
て
も
ま
た
可
と
す
る
。

學
部
行
政
事
務
分
配
表
　
第
九

司
別

科
別

事
務
條
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

附
考

司門專

科務庶

凡
關
於
圖
書

館
・
博
物
館
・

天
文
台
・
気
象

台
等
事
、
均
歸

辦
理

●
●

○

○

○

按
此
項
、皆
爲
特
設
機
關
。其
附
於
本
部
者
、應
設
專
員
司
之
、不
隷
本
司
⑴
。

⑴
『
大
清
宣
統
新
法
令
』
で
は
、「
司
」
が
脱
落
。



二
一
三

清
末
行
政
綱
目
訳
註
補
遺

司

科

事
務
項
目

直
接
官
治

間
接
官
治

地
方
官
治

地
方
自
治

備
考

専門司

庶務科

⑦
お
よ
そ
図
書

館
・
博
物
館
・

天
文
台
・
気
象

台
等
に
関
す
る

事
は
、
均
し
く

〔
本
司
の
〕
事

務
に
帰
す

○

×

×

×

こ
の
項
目
を
案
ず
る
に
、
み
な
特
設
機
関
で
あ
る
。
そ
の
本
部
に
附
属
す

る
も
の
は
、
専
門
担
当
者
を
設
け
て
管
轄
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
司
に

隷
属
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。


